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【経過・目的】
・中高生を対象とした子どもの居場所が
少ない。

・子ども達に、学校や家庭以外での子ども
の居場所の利用意向がある。

12月 1月 合計 構成比

小学生 64 235 299 9.1%

中学生 651 1,147 1,798 54.8%

高校生 354 762 1,116 34.0%

青年 14 46 60 1.8%

幼児 3 0 3 0.1%

保護者 3 0 3 0.1%

その他 0 0 0 0.0%

合計 1,089 2,190 3,279

開館日 10 27 37

平均利用者数 109 81 89

【これまでの利用者数】

（外観） （音楽スタジオ） （多目的室）（学習室）

・第2期松戸市子ども総合計画で中高生の
居場所づくりを重点事業として位置付ける。

・令和2年度までに4か所を整備
・令和3年12月19日に松戸市青少年プラザ
を設置

【開設日】
令和3年12月19日（日）

【営業時間等】
・午前9時30分～午後8時30分
・休館日：毎月第3月曜日及び年末年始

【施設概要】
・フリースペース ・多目的室 ・相談室
・コミュニティースペース
・個別学習室 ・音楽スタジオ
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						12月 ガツ		1月 ガツ		合計 ゴウケイ		構成比 コウセイヒ

				小学生 ショウガクセイ		64		235		299		9.1%

				中学生 チュウガクセイ		651		1,147		1,798		54.8%

				高校生 コウコウセイ		354		762		1,116		34.0%

				青年 セイネン		14		46		60		1.8%

				幼児 ヨウジ		3		0		3		0.1%

				保護者 ホゴシャ		3		0		3		0.1%

				その他 ホカ		0		0		0		0.0%

				合計 ゴウケイ		1,089		2,190		3,279

				開館日 カイカンビ		10		27		37

				平均利用者数 ヘイキン リヨウシャスウ		109		81		89







■松戸市青少年プラザでの取り込み
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（フリースペース・コミュニティースペース）

【主な取組の方向性】

●オンライン相談体制構築
・LINE等を使用したオンライン相談体制構築し、来
館困難時のフォローの充実を図る。

・プラザでは児童厚生員を配置し、対面電話相談
も実施できる体制を整えている。

●子どもたちの「やりたいこと」の実現
・子ども達が自ら企画・実施する活動を支援する。

●各居場所との連携を構築

・既存の中高生の居場所、児童福祉館、こども館
等と連携し、イベント実施や相談連携を図る。

●段階に応じたプロモーションの実施
・従来のチラシ配布や学校訪問によるPRに加え、
SNSへの投稿、口コミ利用促進などを展開し、継続
的な利用につなげる。

㏋ 相談
する

■松戸市青少年プラザ SNS相談
・実施日
毎週水曜日 17時～20時

・利用手順
①利用者が松戸市青少年プラザに設置して
ある2次元バーコードを読み取り、松戸市青少
年プラザ公式LINEアカウントを友達追加する。
②相談実施日時に、松戸市青少年プラザ公
式LINEアカウント内にある「相談する」のボタ
ンをタップする。
③公式LINEアカウントから、相談システムへ
移動するための案内が送付され、相談システ
ムに移動したのち具体的な相談が開始となる。
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